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（訂正）「当社従業員に対するストックオプション（新株予約権）の発行に関するお知らせ」 

の一部訂正について 

 

 

当社は、平成29年 12月６日に公表いたしました「当社従業員に対するストックオプション（新株予約権）

の発行に関するお知らせ」の記載事項の一部に訂正すべき事項がございましたので、お詫び申し上げますとと

もに下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては、下線を付して表示しております。 

 

 

記 

 

【訂正前】 

（３）割当日 

   平成29年 12月25日 

 

（４）新株予約権の内容 

③ 新株予約権を行使することができる期間 

平成31年12月 26日から平成36年12月 25日までとする。 

④ 新株予約権の行使の条件 

ⅱ．新株予約権の行使は、平成31年 12月26日（以下「権利行使開始日」という。）以降、新株予約

権者が割当てを受けた新株予約権の数（以下、「割当数」という。）の３分の１を行使可能な上限

数とする。また、権利行使開始日から起算して１年が経過した日から割当数の３分の２を、権利

行使開始日から起算して２年が経過した日から割当数の３分の３、すなわちすべてを行使可能な

上限数とする。なお、行使可能な上限数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた

数とする。 

 

【訂正後】 

（３）割当日 

   平成30年１月９日 

 

（４）新株予約権の内容 

③ 新株予約権を行使することができる期間 

平成32年１月10日から平成37年１月９日までとする。 
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④ 新株予約権の行使の条件 

ⅱ．新株予約権の行使は、平成 32 年１月 10 日（以下「権利行使開始日」という。）以降、新株予約

権者が割当てを受けた新株予約権の数（以下、「割当数」という。）の３分の１を行使可能な上限

数とする。また、権利行使開始日から起算して１年が経過した日から割当数の３分の２を、権利

行使開始日から起算して２年が経過した日から割当数の３分の３、すなわちすべてを行使可能な

上限数とする。なお、行使可能な上限数に１個未満の端数が生じる場合には、これを切り上げた

数とする。 

 

 

以上 


